
福島県除雪オペレーター育成支援事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 県は、除雪オペレーター育成支援事業（以下、「事業」という。）を実施するため、福島県補助 

金等の交付等に関する規則（昭和 45年福島県規則第 107 号。以下「規則」という。）及びこの要綱の 

定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。 

（補助対象） 

第２条 補助の対象者は、福島県建設工事等請負有資格業者名簿の土木工事及び舗装工事に記載されてい

る企業とし、補助金の交付対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、当該年度の４月１日時

点で満 55歳以下の事業主・役員及び従業員（以下、「オペレーター」という。）の大型自動車免許

及び大型自動車特殊免許の取得や車両系建設機械運転技能講習会の受講に対して企業が支援する事

業（企業が費用を負担している場合に限る）とする。 

（補助対象経費） 

第３条 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げる補助事業に要する経費とする。 

(1) 大型自動車免許及び大型自動車特殊免許取得の場合 

・入学金、適性検査料、技能教習料、教本代、写真代、検定料及び卒業証明書交付手数料 

(2) 車両系建設機械運転技能講習会の場合 

・講習会受講費及びテキスト代 

２ 前項の規定にかかわらず、補助事業について他の補助金等の交付を受ける場合は、この補助金の交付

の対象としない。 

（補助金の補助率及び限度額） 

第４条 補助金の補助率は、対象経費の１／２以内とし、予算の範囲内で補助するものとする。ただし、

１名につき 100,000 円を限度とする。 

（補助対象期間） 

第５条 補助金の交付対象となる事業期間は、交付申請した年の４月１日から翌年２月２８日までとする。 

（補助金の交付の申請） 

第６条 補助金の交付の申請は、除雪オペレーター育成支援事業補助金交付申請書（様式第１号）により、

知事が別に定める期間内に行わなければならない。 

２ 前項の申請書には、その他知事が必要と認める書類を添付しなければならない。 

（補助金の交付決定） 

第７条 知事は、前条の申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の審査等を行い、補助金を交

付すべきと認めたときは、速やかに補助金の交付決定を行うものとする。 

（交付の条件） 

第８条 第６条の規定により、補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 補助事業の内容を変更し、又は廃止する場合においては、知事の承認を受けること。ただし、補助 

事業の内容を変更する場合、 補助対象経費の２０％以内の減額又は補助金交付申請額の変更を伴わ

ない増額をする際には、知事の承認を受けずに変更することができる。 

(2) 補助事業者等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合におい

ては、すみやかに知事に報告してその指示を受けること。 



(3) 補助対象となったオペレーターは、補助金を受けた企業で県内道路等の除雪(大型自動車免許及び

大型自動車特殊免許を必要とする作業に限る）を交付年度または交付された翌年度から起算して３

年以上続けること。 

(4) 補助金を受けた企業は、前項の条件を証明するため、各年度内に、県内の道路等における除雪業務 

に、資格取得者自らが除雪機械を運転して従事したことを、除雪オペレーター育成支援事業補助金除

雪業務従事報告書（様式第３号）により知事に報告しなければならない。 

２ 前項の「道路等」とは、道路、農道、林道、港湾、漁港施設、空港施設、その他の公共の交通又は輸送の

用に供される施設をいう。民間施設は除く。 

（申請を取り下げることができる期日） 

第９条 規則第８条第１項の別に定める期日は、補助事業者が補助金の交付決定の通知を受理した日か 

ら起算して１０日を経過した日とする。 

（補助事業の遂行） 

第 10条 補助事業を行う者（以下「補助事業者」という。）は、補助金の交付決定の内容及びこれに付し

た条件等に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならず、補助金を他の用途へ使

用してはならない。 

（実績報告） 

第 11 条 補助事業者は、事業完了後、第５条に定める期間内に、除雪オペレーター育成支援事業実績報

告書（様式第２号）に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。 

(1) 運転免許証（写し）及び車両系建設機械運転技能講習会受講証（写し） 

(2) 補助金の使途を証する領収書（写し） 

(3) その他必要と認められる書類 

２ 補助事業者は、前項の実績報告を行うに当たり、補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除額が

明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税仕入控除税額を減額して報告しなければならない。 

３ 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地

方消費税額仕入控除額が確定した場合には、その金額（前項の規定により減額した事業主体について

は、その金額が減じた額を上回る部分の金額）を仕入れに係る消費税相当額報告書（第７号様式）に

より速やかに知事に提出しなければならない。 

４ 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税仕入控除税額の全部又は一部の

返還を命じることができる。 

（補助金の額の確定） 

第 12 条 知事は、実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査等により、補助事業の成果

が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合す

ると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。 

（交付決定の取消及び補助金の返還） 

第 13 条 知事は、補助事業者が補助金を他の用途へ使用する等、その補助事業に関して補助金の交付決

定の内容及びこれに付した第８条の交付条件に違反したときは、補助金を交付した年度に限らず補助

金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、その返還を求めるもの

とする。 



（会計帳簿等の整備等） 

第 14 条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整

備し、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して５年間保存しておかなければな

らない。 

（書類の経由） 

第 15 条 補助事業者が規則及びこの要綱に定めるところにより知事に提出する書類は、所管の建設事務

所の長を経由して提出しなければならない。 

（補則） 

第 16 条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

 この要綱は、令和２年度から適用する。 

附 則 

 この要綱は、令和３年度から適用する。 

附 則 

 この要綱は、令和５年度から適用する。 

附 則 

 この要綱は、令和６年度から適用する。 

 


